
設置申請者
（浄化槽管理者）

法§7条・11条

 指定検査機関
　（法§57条）

　 那覇市については
　那覇市環境保全課

市町村等
の相談者

　 建築主事
（特定行政庁）

　工事業者
県知事の登録・届出
法§23①・法§33③

3 　専用払込書で検査料金指定口座へ払込

30 那覇市以外の市町村へ浄化槽
　設置台帳（謄写）送付（要綱§17）

設置者講習会

9 意見・回答（要綱§3②第一号）

7 浄化槽設置計画（変更）通知（検査依頼書添付）要綱§3①第二号）

23 法定検査通知・実施（浄化槽工事の技術上の基準に
　  関する助言・指導等）（法§7・国環令§1・要綱§6）

 保守点検業者
沖縄県条例§14号
　　　　法§48

清掃技術者（収集運搬）

法§35③④・廃掃法§7①
　　廃掃法規則§2の2

　　　16 取りやめ・設置届出取り下げによる返納請求の申請

（
注
）

　
法
　
　
・
・
・
浄
化
槽
法

　
　
　
　
規
則
　
・
・
・
環
境
省
関
係
浄
化
槽
法
施
行
規
則

　
　
　
　
国
環
令
・
・
・
浄
化
槽
工
事
の
技
術
上
の
基
準
及
び
浄
化
槽
設
置
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
届
出
に
関
す
る
省
令

　
　
　
　
建
基
法
・
・
・
建
築
基
準
法

　
　
　
　
廃
掃
法
・
・
・
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

　
　
　
　
廃
棄
法
規
則
・
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

　
　
　
　
要
綱
・
・
・
・
沖
縄
県
浄
化
槽
取
扱
要
綱

浄
化

槽
工

事
の

依
頼

（
保

守
点

検
・

検
査

受
検

の
説

明

）

4

浄化槽設備士免状交付を

　受けた者（法§42　①）

 
浄

化
槽

工
事

の
技

術
上

の
基

準

（
法

§
6

・
国

環
令

§
1

　
・

浄
化

槽
の

設
計

・
施

工
上

の
運

用
指

針
に

基
づ

く
適

正
施

行

）

18 維持管理上必要な書類を送付（要綱§18②第四号）

15 設置中止による通知（要綱§4①）

1 浄化槽設置者講習会の受講
   （要綱§3③第十号・§9②第3号）

8
 

検
査
依
頼
書
送
付

（
要
綱
§

　
②

）3
月
以
内

10

 

建
築
確
認
通
知

・

変
更
等

10

 

工
事
完
了
届
け
の
提
出

（
4
日
以
内

）

12

 

検
査
済
証
交
付

（
7

日
以
内

）

13

 
浄

化
槽

設
置

中
止

に
よ

る
取
り

下
げ

（
要

綱
§

4
①

）
3

部
提

出

14

受
講

済
証

の
交

付

 2

 

確
認
済
証
を
受
け
た
完
了
前
の
工
事
取

り
や
め
又
は
設
計
変
更
に
よ
る
軽
微
な
変
更

　
　
沖
縄
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
§

　
①
様
式

　
号

・

建
築
基
準
法
施
行
規
則
§

3
の

2

11

13

23

 

保
守
管
理
業
務
請
負
契
約
書

の
交
付

19
 

保
守

点
検

の
技

術
上

の
基

準
に

よ
る

助
言

・
指

導
等

（
規

則
§

2
・

3
号

）

24

 

検
査
結
果
書
送
付

（
1

月
以
内

）

25

 
指

導

・
改

善
勧

告
等

（
要

項
§
　

）

26

11

 
指

導
・

改
善

勧
告

等
へ

の
対

応

27

 

指
導

・
改

善
勧

告
等

へ
の
対

応

28

 
設

置
後

の
撤

去

・

　
　

下
水

道
接

続
等

廃
止

の
届

出

（
法

§
　

の
②

）

29

11

 
排

水

・
臭

気
調

査

・
住

民

ト
ラ

ブ
ル

等
相

談
受

付

31

 

保
守
管
理

の
委
託
契
約

（
法
§

　
③

）

17

10

 
浄

化
槽

相
談

窓
口

の
対

応
ま

た
は

　
　

　
　

　
研

修
会

や
講

習
会

へ
の

講
師

派
遣

依
頼

の
対

応

32

保
守

点
検

業
者

か
ら

の
7

条
検

査
・

　
条

検
査

依
頼

等

　
　

　
　

　
　

　
　

　
（

要
綱

§
　

③
第

一
～

五
号

）

22

11

18

 

保
守
点
検
実
施

・
検
査
受
検

の
説
明

（
規
則
§

1
・
要
項
§

　
③
第
二

・
三
号

）

　
　
保
守
点
検

・
清
掃

の
記
録
票

の
交
付

・
保
存

（
規
則
§

5
の
⑦

・
⑧

）

20

18

（
要

項
§

　
②

第
二

・
三

号

）

18

 
使

用
開

始
報

告
書

の
提

出

・
保

守
点

検
契

約
書

写
し

　

（
又

は
設

置
者

講
習

会
受

講
済

証

）
（

要
項

§

9
の

②
§

三
号

）

21

6
 

建
築

確
認

を
伴

わ
な

い
浄

化
槽

の
設

置
又

は
構

造

・
規

模
の

変
更

の
場

合

　
浄

化
槽

設
置

届
出

書

（
変

更
届

出
書

）
3

部

・
受

講
済

証

・
検

査
依

頼
書

（
4

 
枚

複
写

）
の

検
査

機
関

用
に

納
付

済
証

明
書

貼
付

（
法

§

5
①

・
国

環
令

§

4

）

※１　6 確認申請を伴わないで浄化槽を設置する場合は浄化槽設置地を所管する保健所に、浄化槽設置届出を提出しなければ
　　　　ならない。

※２　11 建築基準法において、確認済証が交付された後に浄化槽の変更があった場合には、「設計変更確認」又は「軽微な変更」
　　　　に該当する場合があり、次の場合「軽微な変更」として取り扱うことができる。
　　　「軽微な変更」として取り扱う事例　　備考
　　１　位置の変更　　　　施行規則第3条の2第1項第八号
　　２　同機種のメーカー変更　　　処理対象人員や構造方法に変更がないこと
　　３　浄化槽から公共下水道への変更　　　図面は添付する必要があること

　　軽微な変更については、法第12条第3項の報告により必要書類を求める（特定行政庁によっては、細則等により別途届出を
　義務づけている場合もある。）ほか、軽微な変更事項を建築計画概要書第二面「18.その他必要な事項」欄にその内容を記載
　するなどの手続きが必要になる。そのほか、工事完了前に建築を中止した場合は、工事取りやめ届出等の手続きが必要になる。

※３　14 建築確認申請書、計画通知書の取り下げの場合にのみだけでなく、下水道接続への計画変更等、浄化槽設置の中止
　　　　全般に対応する様式となっている。

※４　16 の申請は上記 6･11･14 いずれかの写しと返納請求申請書を環境整備協会へ郵送にて提出して返金の手続きを行うこと。

※５　21 設置計画書 5 または設置届出書 6 提出時に設置者講習会の受講猶予した者は、設置者講習会を受講後、受講済証を
　　　　あわせて提出すること。

 

建
築
確
認
申
請
書

・
浄
化
槽
設
置

（
変
更

）
計
画
書

３

部
・
受
講
済
証

 
・

検
査
依
頼
書
の

（
４

枚
複
写

）
検
査
機
関
用
へ
納
付
済
証
明
書
貼
付

 

（
建
基
法
§

6
条
①

・
要
項
§

3
③
第
九
第
十
号

）

5

　　保健所


